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は

じ

め

に

　
中
国
歴
代
王
朝
を
通
観
し
た
と
き
、
皇
位
継
承
問
題
が
そ
の
ま
ま
政
治
に
影
響
す
る
事
が
少
な
く
な

い
。
皇
帝
や
皇

位
継
承
者

の
不
在
は

そ
れ
だ
け
で
問
題
で
あ
り
、
ま
し
て
や
皇
帝
権
力
が
非
常
に
強
化
さ
れ
た
明
代
に
お
い
て
そ
れ
は
即
政
治
的
空
白
を
意
味
し
、
よ
り
深
刻
な

も

の
に
な

っ
た
と
言
え
る
。

　
明
代

で
は
皇
位
継
承
に
つ
い
て
、
初
代
洪
武
帝

の
遺
訓
で
あ
る

『皇
明
祖
訓
』
で
は
、

　
　
凡
そ
朝
廷
に
皇
子
無
け
れ
ば
、
必
ず
兄
終
わ
れ
ば
弟
に
及
ぶ
。
嫡
母
か
ら
生
ま
れ
た
者
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
庶
母
か
ら
生
ま
れ
た
者
は
年

　
　
長
で
あ
っ
て
も
即
位
し
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
嫡
子
で
は
な
く
庶
子
を
立
て
よ
う
と
す
る
好
臣
が
い
て
も
、
庶
子
は
必
ず
分
を
守
っ
て
動
い
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　ユ
　

　
　
な
ら
な
い
。
報
告
し
て
嫡
子
を
立
て
、
務
め
て
嫡
子
を
即
位
さ
せ
、
好
臣
は
斬
る
べ
し
。

　
と
し

て
い
る
。

つ
ま
り
当
初
か
ら
嫡
子
絶
対
優
先

の
嫡
出
主
義
が
謳
わ
れ
て
い
る
事
が
わ
か
る
。
実
際
に
は
嫡
子
相

続
の
例
は
非
常
に
少

な
く
、
長
子
相
続
が
多
か

っ
た
の
で
は
あ
る
が
、
原
則
的
に
は
明

一
代
を
通
じ
て
遵
守
さ
れ
た
。

　
し
か
し
こ
の
規
定
が
あ
る
か
ら
と

い
っ
て
、
皇
位
継
承
問
題
が
生
じ
な
か

っ
た
わ
け
で
は
な

い
。

　
今
回
取
り
上
げ
る
例
で
あ
る
嘉
靖
帝
は
、
前
段
階
と
し
て
崩
御
し
た
正
徳
帝
に
嫡
子
ど
こ
ろ
か
子
が

い
な
か

っ
た
。

つ
ま
り
傍
流
か
ら
迎

え
ら
れ
て
の
即
位
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
皇
位
継
承
の
正
当
性
に
つ
い
て
問
題
が
あ

っ
た
事
に
加
え
、
即
位
直
後
か
ら
廷
臣
た
ち
と
の
対
立
が

政
治
問

題
化
し
た
大
礼
の
議
も
起

こ
る
と

い
う
大
事
態
に
発
展
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
問
題
に
深
く
関
わ

っ
て
く
る
の
が
、
正
徳
帝
生
母
の
慈
寿
皇
太
后

で
あ

っ
た
。

　
皇
位
継
承
問
題
が
生
じ
た
時
、
そ
の
対
処
に
皇
太
后
や
皇
后
が
絡
む
事
は
、
そ
れ
ま
で
の
中
国
王
朝

で
も
珍
し
く
な
く
、
明
代
で
も
初

の

幼
帝
で
あ
る
正
統
帝
即
位
の
際
、
正
統
帝
が
当
時
皇
太
子
で
あ

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
幼
さ
ゆ
え
に
別

の
人
間
を
立
て
よ
う
と
す
る
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動
き
が
見
ら
れ
た
が
、
太
皇
太
后
が
そ
れ
を
収
拾
し
た
例
は
そ
の
典
型
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
明
代
の
皇
位
継
承
問
題
の
最
終
決
定
は
、
皇
太
后
及
び
太
皇
太
后
の
命
令
、

つ
ま
り
酪
旨
に
よ

っ
て
な
さ
れ
た
。
皇
帝
や
皇

位
継
承
者
が
不
在
も
し
く
は
不
明
の
場
合
、
皇
太
后
は
皇
帝
に
代
わ
る
者
と
し
て
、
そ
の
懿
旨

が
大
変
な
権
威
を
も

っ
て
扱
わ
れ
た
事
は
皇

太
后
が
下
し
た
指
示
に
対
し
、
廷
臣
た
ち
も
そ
れ
を
尊
重
す
る
姿
勢
を
取

っ
て
い
る
事
か
ら
も
窺
え
よ
う
。

　
で
は
皇
帝
権
力
が
極
端
に
強
ま

っ
た
明
代
に
お
い
て
、
皇
帝
権
力
は
皇
太
后
と

い
う
存
在
に
ど
の
よ
う
に
作
用
し
た

の
だ
ろ
う
か
。

　
慈
寿
皇
太
后
は
皇
帝

・
皇
位
継
承
者

の
両
者
が
不
在
と

い
う
皇
位
継
承
問
題
と
、
そ
れ
に
付
随
す
る
政
治
的
空
白
期

間
、
そ
し
て
そ
の
後

に
発
生

し
た
大
礼

の
議
に
関
わ
り
、
そ
の
な
か
で
懿
旨

を
発
し
て
き
た
。
そ
の
慈
寿
皇
太
后
を
通
し
て
、
明
代
の
皇
太

后
の
権
威
に
つ
い
て

考
え
て
み
た

い
。

第

一
章
　
正
徳
帝
の
崩
御

　
　

(
一
)
慈
寿
皇
太
后

　
ま
ず

は
嘉
靖
帝
に
ま

つ
わ
る
皇
位
継
承
問
題
と
大
礼
の
議
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
関
わ

っ
た
慈
寿
皇
太
后
と
は
ど
の
よ
う
な
人
物
だ

っ
た
の

か
。

　
慈
寿
皇
太
后
張
氏
は
弘
治
帝
皇
后
で
あ
り
、
そ
の
次
に
即
位
し
た
正
徳
帝

の
生
母
で
あ
る
。
子
の
正
徳
帝
即
位
と
と
も
に
皇
太
后
と
な
り
、

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　ヨ
　

さ
ら
に
正
徳
五
年

(
一
五

一
〇
)
に
は
尊
号
を
加
え
ら
れ
て
、
慈
寿
皇
太
后
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

　
皇
太
后
に
は
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
。

一
つ
目
は
先
帝
の
皇
后
、

二
つ
目
は
新
皇
帝

の
生
母

(聖
母
)
で
あ
る
。
前
者
は
間
違

い
な
く
皇

太
后
と

な
る
の
に
対
し
、
後
者
は
も
と
も
と
先
帝
の
妃
で
あ
り
、
そ
の
子

(庶
子
)
が
即
位
し
て
初
め
て
皇
太
后
と
し

て
尊
ば
れ
る
。
こ
の

聖
母
と

い
う
称
号
は
嘉
靖
帝
即
位
後
に
問
題
と
な
る
が
、
そ
れ
は
後
述
す
る
。
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さ
て
皇
后
が
子
を
生
ん
だ
場
合
、
そ
の
子

(嫡
子
)
は
優
先
的
に
即
位
す
る
た
め
、
皇
后
が
聖
母
と

い
う
事
も
あ
る
。
実
は
慈
寿
皇
太
后

は
ま
さ

に
こ
の
例
に
当
た
る
。

　
正
徳
帝
は
皇
后
の
子
、
嫡
子
で
そ
れ
も
長
子
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
嫡
出
主
義
を
取
る
明
代

の
皇
位
継
承
の
条
件
を
備
え
て
即
位
し
た
皇
帝

　
　
　
　　
　

で
あ

っ
た
。
嫡
出
主
義
を
取

っ
て
い
る
な
ら
ば
本
来
こ
う
な
る
の
は
当
然
と
思
わ
れ
る
が
、
趙
翼
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
こ
う
し
た
例
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　ら
　

非
常
に
少
な
く
、
厳
密
な
意
味
で
は
正
徳
帝

の
み
で
あ
る
。
し
か
し
皮
肉
な
事
に
そ
の
正
徳
帝
が
嫡
子
ど
こ
ろ
か
、
後
継
者
を

一
人
も
残
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　
　

ず
に
正
徳
十
六
年

(
一
五
二

一
)
三
月
に
崩
御
し
て
し
ま
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　

　
更
に
正
徳
帝

に
は
兄
弟
も
い
な
か

っ
た
。
皇
帝
も
皇
位
継
承
者
も

い
な

い
と

い
う
事
態
に
、
慈
寿
皇
太
后
は
い
く

つ
か

の
懿
旨

を
発
し
、

そ
れ
は
廷
臣
た
ち
も
従
う
と
こ
ろ
と
な

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
皇
帝
不
在
期
間
に
お
い
て
慈
寿
皇
太
后
は
皇
帝
の
母
と
し

て
、
皇
帝
代
理

の
機

能
を
し

て
い
た
と
言
え
よ
う
。

　

で
は
皇
帝
及
び
皇
位
継
承
者
不
在
期
間
に
お
い
て
、
具
体
的
に
慈
寿
皇
太
后

の
諮
旨
は
ど
の
よ
う
な
影
響
力
を
持

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
　

(
二
)
嘉
靖
帝
の
即
位
事
情

　
明
代

に
お
け
る
初

の
皇
位
継
承
問
題
は
、
幼
帝
で
あ

っ
た
正
統
帝
即
位
時
で
あ
る
。
初

の
幼
帝
を
戴
く
事
に
動
揺
し
た
廷
臣
た
ち
を
抑
え
、

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　
　

そ
の
後

の
体
制
作
り
に
貢
献
し
た
の
は
当
時

の
太
皇
太
后

で
あ

っ
た
洪
煕
帝
皇
后
張
氏
で
あ

っ
た
。

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　　

　
中
国
歴
代
王
朝
で
も
皇
位
継
承
者
を
皇
太
后
が
決
定
す
る
の
は
、
珍
し
い
事
で
は
な

い
。
し
か
し
明
代
で
は
皇
帝
権
力
が
強
化
さ
れ
、
后

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　
　

妃
の
権
力
保
持
を
防
ぐ

一
環
と
し
て
后
妃
は
民
間
か
ら
選
ば
れ
る
事
が
原
則
で
あ
り
、
外
戚
に
権
力
を
求
め
る
事
な
ど
不
可
能
で
あ

っ
た
。

そ
ん
な
明
代

の
皇
太
后
が
朝
廷
に
影
響
力
を
持

つ
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ど
こ
か
ら
来
る
も

の
な
の
か
。

　
ま
ず
慈
寿
皇
太
后
が
直
面
し
た
、
正
徳
帝
崩
御
に
伴
う
皇
位
継
承
問
題
に
お
け
る
彼
女
の
動
き
を
追

っ
て
い
き
た
い
。
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先
述

の
よ
う
に
正
徳
帝
は
、
正
徳
十
六
年

(
一
五
二

一
)
三
月
丙
寅
に
崩
御
し
た
。
そ
の
前
日
に
正
徳
帝
は
大
漸
し
、
皇
太
后
に
内
閣
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　
　

と
も
に
天
下
の
重
大
事
を
審
議
し
て
決
め
る
よ
う
、
伝
え
て
い
る
。
慈
寿
皇
太
后
は
正
徳
帝
の
遺
詔
を
受
け
た
、

つ
ま

り
皇
帝
の
命
令

で
遺

詔
の
実
行
者
と
し
て
初
め
て
発
言
権
を
認
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
今
回
の
例
は
逆
に
言
う
な
ら
ば
、
皇
帝
や
皇
位
継
承
者
に

な
ん
ら

か
の
問
題
が
あ
る
時
に
の
み
、
皇
太
后
と
そ
の
命
令
で
あ
る
酪
旨
は
遺
詔
に
よ

っ
て
権
威
を
持

っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

で
は
、
慈
寿
皇
太
后
が
内
閣
と
と
も
に
審
議
す
る
天
下
の
重
大
事
と
は
何
か
。

　
ま
ず
な
さ
れ
た
の
は
、
後
継
者

の
決
定
で
あ
る
。
正
徳
帝
崩
御

の
前
日
の
時
点
で
は
、
実
は
後
継
者
は
指
名
さ
れ
て

い
な
い
。
し
か
し
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　ね
　

せ
ら
れ
た
遺
詔
で
は
、
新
た
に
後
継
者
に
興
王
を
指
名
す
る
事
が
加
わ

っ
て
い
た
。

　
興
王
と
は
何
者
な
の
か
、
な
ぜ
彼
が
指
名
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　お
　

　
遺
詔

で
は
指
名

の
理
由
と
し
て
、
先
述

の

『皇
明
祖
訓
』

の

「必
ず
兄
終
わ
れ
ば
弟
に
及
ぶ

(必
兄
終
弟
及
)
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

実
際
正
徳
帝
に
子
も
兄
弟
も
な

い
以
上
、
先
代
弘
治
帝
の
兄
弟
、
つ
ま
り
成
化
帝

の
子
世
代
に
お
鉢
が
回
る
事
に
な
る
。
興
王
の
父
朱
祐
杭

(興

献
王
)
は
成
化
帝
第
四
子
で
、成
化
帝
第
三
子
の
弘
治
帝

の
す
ぐ
下
の
異
母
弟
で
あ
り
、
順
と
し
て
は
彼
に
な
る
が
正
徳

十
四
年

(
一
五

一
九
)

に
逝
去
し
て
い
た
た
め
、
そ
の
子
の
興
王
が
指
名
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
た
だ
遺
詔
で
は

『皇
明
祖
訓
』
の
も
う

一
つ
の
規
定
で
あ
る
嫡
出
主
義

に
つ
い
て
は
、
言
及
さ
れ
て
い
な

い
。
こ
れ

は
興
王
の
父
朱
祐
杭

が
成
化
帝
貴
妃

の
子
、

つ
ま
り
嫡
子
で
は
な

い
事

に
起
因
す
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
後
に
興
王
自
身
が
即
位
後
に
父

の
嫡
子
化
に
努
め
て

い
る
事

か
ら
も
明
白
な
の
だ
が
、
そ
れ
に

つ
い
て
は
ま
た
後
述
す
る
。

　
遺
詔

で
は
、
わ
ざ
わ
ざ

『皇
明
祖
訓
』
を
持
ち
出
し
て
後
継
者
を
指
名
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
即
位

の
正
当
性
を
根
拠
付
け
る
行
為
と
言

う
事
も

で
き
る
。
正
徳
帝
は
崩
御
前
日
ま
で
後
継
者
を
指
名
し
て
い
な
か

っ
た
し
、
正
徳
帝
が
遺
詔
を
自
ら
起
草
し
た
と
は
考
え
に
く

い
。

つ
ま
り
、
遺
詔
を
起
草
し
正
当
化
を
行

っ
た
人
物
が
存
在
す
る
事
に
な
る
。
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そ
の
人
物
は
、
当
時
の
内
閣
の
首
班
で
あ

っ
た
楊
廷
和
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
遺
詔

の
起
草
が
楊
廷
和
に
よ
る
も

の
で
あ
る
事
が

『明
史
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　レ
　

か
ら
窺
え
る
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
遺
詔
が
発
せ
ら
れ
る
と
慈
寿
皇
太
后
は
即
懿
旨

を
内
閣
に
発
し
、
実
行
を
促
が
し

て
い
る
。
皇
太
后
が

内
閣
と
と
も
に
重
大
事
を
決
定
す
る
、
こ
れ
は
遺
詔
に
沿

っ
た
形
の
よ
う

に
見
え
る
が
、
国
家
の
重
大
事
に
加
わ
れ
な

い
事
を
吏
部
尚
書
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　お
　

顔
が
嘆

い
て
い
る
様
子
か
ら
、
こ
の
決
定
は
楊
廷
和
と
そ
の
周
辺
の

一
部
の
人
間
に
よ

っ
て
行
わ
れ
た
事
が
知
れ
よ
う
。

　
こ
う
し
て
見
る
と
内
閣
、
特
に
楊
廷
和
が
全
て
を
決
定
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
で
は
遺
詔

で
内
閣
と
と
も
に
天
下
の
重
大
事
を
任
さ
れ
た

慈
寿
皇
太
后
は
ど
う
で
あ

っ
た
の
か
。

　
ま
ず
基
本
的
な
規
定
と
し
て
皇
太
后
、

つ
ま
り
后
妃
は

『皇
明
祖
訓
』

に
お
い
て
国
政
を
預
か
る
事
も
、
大
臣
た
ち
と
の
接
見
も
許
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　あ
　

な

い
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
あ
く
ま
で
規
定
で
あ
り
、
破
る
人
間
が
出
て
き
て
も
お
か
し
く
な
い
の
だ
が
、
慈
寿
皇
太
后
が
後
宮

か
ら
外
に
出
て
指
示
を
行

っ
た
と

い
っ
た
よ
う
な
記
述
も
見
当
た
ら
な

い
事
か
ら
、
原
則
を
遵
守
し
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。
そ
う
す
る
と
慈

寿
皇
太
后
が
内
閣
と
と
も
に
審
議
す
る
と
言

っ
て
も
、
実
際
は
内
閣
、
楊
廷
和
の
意
見
を
慈
寿
皇
太
后
が
追
認
す
る
形
式
で
あ

っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　
以
上
か
ら
楊
廷
和
が
独
断
専
行
で
き
た
よ
う
に
も
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
は
そ
う
で
は
な

い
。
吏
部
尚
書
王
環
が
嘆

い
た
よ
う
に
、

楊
廷
和

の
や
り
方
に
廷
臣
た
ち
の
反
発
が
あ

っ
た
事
が
窺
え
る
。
し
か
し
楊
廷
和
が
起
草
し
た
遺
詔
に
つ
い
て
、
廷
臣

た
ち
が
異
議
申
し
立

て
や
反
対
姿
勢
を
と

っ
た
様
子
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
に
は
遺
詔
に
、
わ
ざ
わ
ざ
慈
寿
皇
太
后

の
命
令
で
あ
る
懿
旨

が
付
随
し
た
事
が
ポ
イ

ン
ト
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
本
来
な
ら
ば
皇
帝
権
力
が
強

い
明
代
の
皇
帝
の
遺
詔
に
、
政
治

へ
の
介
入
を
厳
し
く
禁
じ
ら
れ
て
い
る
皇
太
后

の
懿
旨

が
付
随
す
る
事

は
、
不
自
然
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
し
か
し
正
徳
帝

の
遺
詔
に
よ

っ
て
慈
寿
皇
太
后
は
遺
詔

の
代
行
者
と
し
て
機
能
す
る
事
に
な

っ
た

と
考
え

る
と
、
先
帝

の
遺
詔
の
実
行
に
は
代
行
者
の
命
令
が
不
可
欠

で
あ
り
、
遺
詔
と
懿
旨

は
表
裏

一
体
の
関
係
で
あ

る
と
言
え
る
。
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つ
ま
り
楊
廷
和
の
意
見
を
追
認
す
る
慈
寿
皇
太
后
の
酪
旨
は
、
楊
廷
和
の
言
動
を
権
威
付
け
す
る
も

の
と
し
て
機
能
し
た
と
言
え
よ
う
。

し
か
し

こ
れ
は
裏
を
返
す
と
、
楊
廷
和
は
慈
寿
皇
太
后
の
酪
旨
を
受
け
て
こ
そ
正
当
性
が
得
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
幣
旨
抜
き
に
勝
手
を
で

き
る
も

の
で
は
な
か

っ
た
事
を
意
味
し
て
い
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
遺
詔
に
あ
る
皇
太
后
と
内
閣
の
合
議

の
上
で
、
と
は

い
か
な

い
も

の
の
、
内
閣
の
意
見
に
権
威
と

い
う

裏
打
ち
を
与
え
る
立

場
で
慈

寿
皇
太
后
は
内
閣
と
結
び

つ
き
、
後
継
者
も
決
定
し
朝
廷
は
安
定
に
向
か
う
よ
う
に
見
え
た
。

　
た
だ
問
題
が
な
か

っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
興
王
が
当
時
は
安
陸

(今

の
湖
北
省
)
の
王
府
に
お
り
、
京
師
に
い
な
か

っ
た
。
そ
こ
で
遺
詔

と
酪
旨

を
持

っ
た
使
者
が
早

々
に
京
師
を
発

っ
た
が
、
正
徳
帝
崩
御
か
ら
興
王
即
位
ま
で
の
皇
帝
不
在
期
間
は
約
四
十
日
間
と
長
期
問
に
及

ん
だ

の
で
あ
る
。

　
そ
の
間
、
慈
寿
皇
太
后
も
廷
臣
た
ち
も
何
も
し
て
い
な
か

っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
正
徳
帝
崩
御
か
ら
四
日
後
に
は
正
徳
帝
時
代
の
好
臣
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　レ
　

ち
が
獄

に
下
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
内
閣
で
は
な
く
慈
寿
皇
太
后

の
懿
旨

に
よ
る
も

の
で
あ

っ
た
。
正
徳
時
代
の
旧
弊
を
払
う
命
令
が
慈
寿
皇

太
后
に
よ

っ
て
出
さ
れ
た
事
は
、
新
皇
帝

の
到
着
ま
で
に
慈
寿
皇
太
后
が
新
し

い
体
制
を
作
り
直
し
に
努
め
て
い
た

一
環
と
言
え
よ
う
。

　
こ
う

し
て
皇
太
后
も
廷
臣
た
ち
も
新
皇
帝
を
迎
え
る
用
意
を
万
端
整
え
、
興
王
も
安
陸
を
出
発
し
、
四
月
に
京
城
外

に
到
着
し
た
。

　
し
か
し
こ
こ
で
ま
た
問
題
が
生
じ
る
。
し
か
も
興
王
と
廷
臣
た
ち
と
の
間
に
で
あ
り
、
後
の
大
礼
の
議
に
通
じ
る
も

の
で
あ

っ
た
。

　
事

の
発
端
は
、
礼
部
が
提
示
し
た
即
位
手
順
で
あ
る
。
そ
れ
は
皇
太
子
即
位
の
礼
、

つ
ま
り
皇
城
の
東
に
あ
る
東
安

門
よ
り
入

っ
て
文
華

殿
に
至

り
、
翌
日
臣
下
か
ら
三
回
の
箋
勧
進
を
受
け
る
と

い
う
も

の
で
あ

っ
た
。
こ
れ
に

つ
い
て

『明
史
紀
事
本
末
』

か
ら
は
、
楊
廷
和

の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　に
　

意
見
が
多
分
に
含
ま
れ
て
い
る
事
も
ま
た
窺

い
知
れ
る
。

　
こ
う

し
た
即
位
手
順
は
、
京
師
に
向
か

っ
て
い
る
道
中
の
興
王
の
元
に
届
け
ら
れ
た
が
、
興
王
は
す
で
に
自
分
は
皇
帝
で
あ
る
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　

そ
れ
を

は
ね

つ
け
た
の
で
あ
る
。
こ
の
話
は
決
着
を
見
な

い
ま
ま
、
興
王

一
行
は
京
城
外
に
達
し
、
臨
時

の
御
座
所
で
あ
る
行
殿
に
至

っ
て
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し
ま
う
。
事
こ
こ
に
至

っ
て
、
楊
廷
和
も
説
得
に
当
た

っ
た
も

の
の
興
王
が
主
張
を
曲
げ
る
事
は
な
か

っ
た
。

こ
の
後

興
王
は
即
位
し
て
嘉

靖
帝
と

な

っ
て
も
、
自
分
の
生
父
母
の
扱

い
に

つ
い
て
廷
臣
た
ち
と
争
う
事
に
な
る
が
、
そ
の
前
段
階
か
ら
自
身

へ
の
正
統
な
皇
帝
と
し
て

の
扱

い
を
廷
臣
た
ち
に
求
め
て
い
た
事
が
わ
か
る
。

　

こ
の
双
方
が
主
張
を
曲
げ
な

い
状
況
を
打
開
す
べ
く
、
動
い
た

の
は
慈
寿
皇
太
后
で
あ

っ
た
。
彼
女
は
懿
旨
を
発
し
、
皇
帝
位
が
長
く
空

位
で
あ

る
事
を
憂

い
、
後
継
者
が
到
着
し
た

の
だ
か
ら
速
や
か
に
即
位
さ
せ
る
よ
う
促
が
し
た
。
こ
の
仲
裁
に
よ
り
、

興
王
は
即
位
し
嘉
靖

　
　
　

　
　
　
　
　
　こ

帝
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

　
慈
寿
皇
太
后

の
懿
旨
は
、
そ
れ
ま
で
楊
廷
和

の
意
見
に
よ

っ
て
発
せ
ら
れ
た
事
か
ら
考
え
る
と
、
こ
の
仲
裁
も
要
請
が
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
内
容
は
興
王
の
意
見
を
尊
重
す
る
も

の
と
な

っ
て
お
り
、
正
徳
帝
崩
御
直
後
は
楊
廷
和
の
意
見
を
追
認
す
る
形
式
を
取

っ
て
い
た
事

を
考
え

る
と
、
様
相
が
異
な

っ
て
き
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
。
で
は
彼
女
の
意
図
す
る
も

の
は
何
だ

っ
た
の
か
。

　
先
述
し
た
よ
う

に
、
慈
寿
皇
太
后
に
は
積
極
的
に
政
治
に
介
入
し
よ
う
と
し
た
形
跡
は
見
当
た
ら
な
い
。
こ
れ
は
明
代
で
初
め
て
皇
位
継

承
問
題

に
直
面
し
た
、
洪
煕
帝
皇
后
張
氏
も
同
じ
で
あ
り
、

一
貫
し
て
朝
廷
や
皇
統
の
安
定
に
の
み
力
を
尽
く
し
て

い
る

の
が
特
徴
で
あ

　　る
。
こ
う
し
た
先
例
と
と
も
に
考
え
る
と
、
慈
寿
皇
太
后
は
正
徳
帝
崩
御
前
後
に
は
廷
臣

の
意
見
、
興
王
即
位
前
に
は
興
王

の
意
見
を
採
用

し
、

一
貫
性
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
少
な
く
と
も
朝
廷

の
安
定
と

い
う
至
上
命
題
は
果
た
し
た
と
言
え
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　
と
も
あ
れ
、
慈
寿
皇
太
后
の
仲
裁
に
よ

っ
て
新
皇
帝
嘉
靖
帝
は
即
位
し
た
。
し
か
し
即
位
手
順
で
揉
め
た
よ
う
に
、
嘉
靖
帝
は
自
分
自
身

と
更
に
は
父
母

の
扱
い
に
つ
い
て
強

い
こ
だ
わ
り
を
見
せ
て
い
る
。
皇
帝

の
こ
う
し
た
意
思
が
す
ん
な
り
と
通
ら
な
か

っ
た
の
は
、
嘉
靖
帝

の
傍
系

か
ら
の
即
位
と

い
う
立
場
や
正
当
性
の
弱
さ
が
背
景
に
あ
る
。
そ
の
た
め
嘉
靖
帝
は
即
位

の
正
当
性
は
、
正
徳

帝
の
遺
詔
と
慈
寿
皇

太
后

の
懿
旨
に
依
る
事
に
な
り
、
慈
寿
皇
太
后
の
権
威
が
重
要
な
鍵
を
握

っ
て
い
た
と
言
え
る
。

　
で
は
嘉
靖
帝
即
位
後
、
慈
寿
皇
太
后
の
懿
旨
は
ど

の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
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第
二
章
　
嘉
靖
年
間
初
頭
の
動
向

　
　

(
一
)
大
礼
の
議
の
端
緒

　
慈
寿
皇
太
后
の
仲
裁
で
、
興
王
は
即
位
し
嘉
靖
帝
と
な

っ
た
。

　
先
述

の
よ
う
に
、
慈
寿
皇
太
后
は
正
徳
帝

の
遺
詔
で
内
閣
と
と
も
に
天
下
の
重
大
事
を
任
さ
れ
た
が
、
遺
詔
の
実
行

者
で
あ
る
以
上
、
慈

寿
皇
太

后
の
権
威
は
新
皇
帝
即
位
ま
で
の
、
期
間
限
定

の
も

の
と
解
釈
で
き
る
。
実
質
的
に
は
後
継
者
決
定
か
ら
即
位

ま
で
は
問
が
空

い
て

し
ま

っ
た
が
、
嘉
靖
帝
が
即
位
し
た
か
ら
に
は
、
慈
寿
皇
太
后
と
そ
の
懿
旨
は
大
き
な
影
響
力
を
及
ぼ
す
事
も
な
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　
し
か
し
嘉
靖
帝
は
傍
流
か
ら
の
即
位

で
あ
り
、
そ
の
即
位
の
最
大

の
根
拠
は
正
徳
帝

の
遺
詔
と
慈
寿
皇
太
后

の
懿
旨

で
あ
り
、
嘉
靖
帝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　お
　

自
身
が
即
位
の
際
に
そ
う
明
言
し
て
い
る
。
嘉
靖
帝

の
皇
位
継
承

の
正
統
性
は
甚
だ
弱

い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
逆

に
慈
寿
皇
太
后
の
懿

旨
は
先
帝

の
遺
詔
と
と
も
に
即
位

の
根
拠
と
な

っ
た
事
で
、
本
来
な
ら
ば
新
皇
帝
即
位
に
よ
り
な
く
な
る
は
ず

の
慈
寿
皇
太
后
の
影
響
力
は
、

嘉
靖
年

間
に
入

っ
て
も
残

っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な

い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　　

　

こ
う

し
た
な
か
で
嘉
靖
帝
は
即
位
後
五
日
に
し
て
、
亡
父
興
献
王
の
封
号
を
礼
部
に
検
討
さ
せ
る
命
令
を
下
し
た
。

こ
れ
が
端
緒
と
な

っ

た
大
礼

の
議
は
、
嘉
靖
帝
が
生
父
母
を
皇
帝

の
親
と
し
て
扱
う
事
を
求
め
た
も
の
で
、
家
族
問
題
が
政
治
問
題
化
し
た
も

の
と
も
言
え
る
。

　
嘉
靖
帝

の
血
族
で
、
嘉
靖
帝
が
即
位
し
た
正
徳
十
六
年

(
一
五
二

一
)
四
月
現
在
生
存
し
て
い
た
の
は
、
生
母
で
興
献
王
妃
の
蒋
氏
と
祖

母
で
成
化
帝
貴
妃
の
郡
氏
の
み
、
つ
ま
り
女
性
し
か

い
な
か

っ
た
。

こ
れ
は
い
き
お

い
後
宮
の
問
題
と
な
り
、
当
時
そ

の
頂
点
に
あ

っ
た
慈

寿
皇
太
后

の
立
場
に
直
結
す
る
も

の
で
あ

っ
た
と
理
解
で
き
よ
う
。

　

で
は
大
礼
の
議
を
通
し
て
慈
寿
皇
太
后
及
び
そ
の
懿
旨

の
扱

い
、
そ
し
て
立
場
は
ど

の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
慈
寿
皇

太
后
の
動
き
、
特
に
後
宮
に
関
す
る
も
の
を
取
り
上
げ
て
見
て
い
き
た
い
。
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ま
ず
動
き
が
あ

っ
た
の
は
、
嘉
靖
帝
生
母

の
蒋
氏
で
あ
る
。
彼
女
は
安
陸
に
い
た
が
、
嘉
靖
帝
は
即
位
し
て
三
日
後
、

つ
ま
り
大
礼
の
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　お　

が
発
生
す
る
直
前
に
京
師
に
呼
び
寄
せ
る
使
者
を
発
し
、
そ
れ
を
受
け
て
蒋
氏
は
十
月
に
京
師
に
到
着
し
た
。

　
当
時
朝
廷
は
嘉
靖
帝

の
亡
父
の
封
号
を
め
ぐ
る
議
論
、
大
礼
の
議

の
ま

っ
た
だ
な
か
に
あ

っ
た
。
礼
部
尚
書
毛
澄
た
ち
、
つ
ま
り
楊
廷
和

の
意
を
受
け
た
廷
臣
た
ち
は
嘉
靖
帝
に
弘
治
帝
を
父
、
慈
寿
皇
太
后
を
母
、
生
父
母
を
皇
叔
父

・
皇
叔
母
と
扱
う
よ
う

王
張
し
た
が
、
嘉
靖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　め
　

帝
は
そ

れ
に
難
色
を
示
し
、
ま

っ
た
く
結
着
を
見
な
い
状
態
に
あ

っ
た
。
興
献
王
の
扱

い
に
紛
糾
す
る
中
、
蒋
氏

の
扱

い
も
当
然
議
論
と
な

っ

(27
)

た
。

　
こ
う
し
た
朝
廷
の
動
き
は
京
師
に
向
か

っ
て
い
る
蒋
氏

の
耳
に
も
届

い
た
。
蒋
氏
は
我
が
子
が
他
人
の
子
と
さ
れ
る
事
に
憤
り
入
京
を
拒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　お　

否
し
、
嘉
靖
帝
も
そ
れ
を
受
け
て
皇
帝
位
を
退
く
と
言

い
出
す
ま
で
に
至

っ
て
し
ま
う
。

　
こ
の
状
況
に
お

い
て
嘉
靖
帝
と
廷
臣
た
ち
の
仲
裁
に
入

っ
た
の
は
、
や
は
り
慈
寿
皇
太
后

で
あ

っ
た
。
彼
女
が
興
献
王
を
興
献
帝
、
蒋
氏

を
興
献
后
、
更
に
は
嘉
靖
帝
の
祖
母
郡
氏
を
皇
太
后
と
す
る
よ
う
懿
旨
を
下
し
、
こ
れ
に
よ

っ
て
蒋
氏
も
入
京
し
、
嘉
靖
帝

の
生
母
や
祖
母

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　み　

の
扱
い
に

一
応

の
解
決
が
つ
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　

　
こ
の
仲
裁
は
、
ま
た
し
て
も
廷
臣
た
ち
の
要
請

に
よ
る
も

の
で
あ
る
事
が

『明
史
』
か
ら
窺
え
る
。

つ
ま
り
は
即
位
時
と
同
様
、
廷
臣
た

ち
は
嘉
靖
帝

の
主
張
に
抵
抗
し
き
れ
ず
、
慈
寿
皇
太
后
に
仲
裁
を
頼
ん
だ
形
で
あ
る
が
、
逆
に
考
え
る
と
慈
寿
皇
太
后

の
懿
旨
と
し
て
出

て

き
た
提
案
に
、
嘉
靖
帝
が
妥
協
し
た
と
も
言
え
る
。

　
そ
う

考
え
る
と
嘉
靖
帝
と
い
え
ど
も
慈
寿
皇
太
后

の
命
令
は
尊
重
せ
ざ
る
を
得
ず
、
ま
た
廷
臣
た
ち
も
そ
れ
を
わ
か

っ
た
上
で
事
の
解
決

を
図

っ
て
い
る
と
い
う
構
図
が
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。
嘉
靖
帝
は
即
位
直
後
の
時
点
で
は
、
自
ら
の
主
張
を
明
確

に
表
し
つ
つ
、
廷
臣
た

ち

の
意
見
と
あ
る

一
定
の
妥
協
を
図

っ
て
い
た
か
、
も
し
ぐ
は
図
ら
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
れ
が
証
拠
に
、
嘉
靖
元
年

(
一
五
二
二
)
三
月
に
嘉
靖
帝
は
尊
号
を
贈
り
、
慈
寿
皇
太
后
を
昭
聖
慈
寿
皇
太
后
、
正
徳
帝
皇
后
夏
氏
を
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荘
粛
皇

后
と
し
て
い
る
。

つ
ま
り
嘉
靖
元
年
段
階
で
嘉
靖
帝
は
、
廷
臣
た
ち
が
主
張
し
た
よ
う
に
弘
治
帝
を
皇
考
、
慈

寿
皇
太
后
を
聖
母
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　

し
て
扱

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の

一
方
で
あ
れ
ほ
ど
こ
だ
わ

っ
た
生
父
母

の
扱

い
は
、
本
生
父

・
本
生
母
と
な

っ
た
。
「皇
」
の
字

の
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　お
　

用
が
叶

わ
な
か

っ
た
事
か
ら
も
、
嘉
靖
帝
は
か
な
り

の
譲
歩
を
強
い
ら
れ
た
と
見
て
い
い
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
は

一
見
す
る
と
嘉
靖
帝

の

一
方
的
な
敗
北

の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
実
は
嘉
靖
帝
は
慈
寿
皇
太
后
に
尊
号
を
贈
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　あ
　

一
方
で
、
祖
母
の
郡
氏
を
寿
安
皇
太
后
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
非
常
に
大
き
な
成
果
な
の
で
あ
る
。

　
先
述

の
よ
う
に
嘉
靖
帝
の
祖
母
郡
氏
は
成
化
帝
貴
妃
、

つ
ま
り
そ
の
子
で
あ
る
興
献
王
は
成
化
帝

の
庶
子
な
の
で
あ

る
。
こ
れ
は

『皇
明

祖
訓
』

の
規
定
で
あ
る
嫡
出
主
義
か
ら
考
え
る
と
、
嘉
靖
帝
自
身

の
即
位
の
正
当
性
に
支
障
を
き
た
し
て
し
ま
う
事
に
な
り
か
ね
な

い
。

つ

ま
り
祖

母
を
皇
太
后
に
す
る
事
は
、
取
り
も
直
さ
ず
嘉
靖
帝
に
よ
る
父
の
嫡
子
化
で
あ
り
、
自
ら

の
即
位
の
正
当
性
を
高
め
る
た
め
に
、
非

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　み　

常
に
重
大
な
意
味
を
持

つ
も
の
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
な
か
で
、
祖
母

へ
の
対
応
は
も
ち
ろ
ん
生
父
母

へ
の
尊
号
は
、
実
は
嘉
靖
帝
の
命
令
で
は
な
く
慈
寿
皇
太
后
の
懿
旨
に
よ

っ
て
行
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　

れ
て
い
る
事
、
そ
し
て
嘉
靖
帝
が
そ
れ
を
理
由
に
廷
臣
た
ち
が
出
し
て
く
る
反
対
意
見
を
封
じ
込
め
て
い
る
事
は
注
目

さ
れ
る
。

　
嘉
靖
帝
が
自
ら
命
令
を
下
さ
な
か

っ
た
の
は
、
蒋
氏
入
京
の
経
緯
か
ら
考
え

て
、
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
こ
の
問
題

は
、
慈
寿
皇
太
后
の

懿
旨
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
の
が
筋
で
あ

っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な

い
。
嘉
靖
帝
が
ど
こ
ま
で
意
図
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
後

の
経
過
を
見
る
限
り
嘉
靖
帝
に
と

っ
て
慈
寿
皇
太
后
の
懿
旨
は
、
廷
臣
た
ち
を
黙
ら
せ
る
カ
ー
ド
で
あ
り
、
嘉
靖
帝
が
妥
協
し
た

一
定

の
ラ

イ
ン
を
守
る
た
め
の
防
衛
手
段
と
し
て
利
用
し
て
い
る
向
き
が
強

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
慈
寿
皇
太
后
の
懿
旨
は
嘉
靖
帝
即
位
後
も
権
威
を
持
ち
続
け
て
お
り
、
廷
臣
た
ち
も
嘉
靖
帝
も
そ
れ
を
利
用
し
、
自
己
の

主
張
を
有
利
に
運
ぼ
う
と
し
て
い
る
事
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

33
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(二
)
慈
寿
皇
太
后
の
動
き

　

で
は
嘉
靖
帝
及
び
廷
臣
た
ち
の
間
で
、
そ
の
権
威
を
保
ち
続
け
て
い
る
慈
寿
皇
太
后
で
あ
る
が
、
彼
女
自
身

の
意
図

は
ど
う
だ

っ
た
の
か
。

　
そ
れ
を
明
確
に
示
す
も
の
は
な

い
。
だ
が
慈
寿
皇
太
后
が
自
主
的
に
行

っ
た
と
思
わ
れ
る
行
動
と
し
て
、
蒋
氏
を
藩
王
妃
と
し
て
対
応
し

て
い
た
事
、
嘉
靖
帝
の
皇
后
選
び

の
懿
旨
を
出
し
て
い
る
事
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
ま
ず
慈
寿
皇
太
后
の
蒋
氏

へ
の
対
応
は
、
慈
寿
皇
太
后
が
蒋
氏
を
皇
帝
の
母
と
し
て
認
め
な

い
と

い
う
態
度
を
露
骨

に
表
し
た
も

の
で
あ

り
、
こ
れ
は
ま
た
慈
寿
皇
太
后
を
頂
点
と
す
る
後
宮
内
の
対
応
も
同
様

で
あ

っ
た
と
言
え
よ
う
。
嘉
靖
帝
は
非
常
に
不
愉
快
で
あ

っ
た
よ
う

　
　
　サ
　

で
あ
る
。

　
実
は

こ
の
皇
帝
の
母
と
い
う
立
場

の
問
題
の
延
長
線
上
に
あ
る
の
が
、
嘉
靖
帝

の
皇
后
選
び
で
あ

っ
た
。
皇
后
選
び
は
、
明
代
初
め
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　

皇
太
后

で
あ

っ
た
洪
煕
帝
皇
后
張
氏
よ
り
、
皇
太
后
や
太
皇
太
后
が
行
う
事
が
通
例
と
な

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
　

　
慈
寿
皇
太
后
は
嘉
靖
元
年

(
一
五
二
二
)
正
月
に
皇
后
選
び
の
命
令
を
発
し
て
い
る
。
そ
し
て
同
年
八
月
に
皇
后
選
び
が
行
わ
れ
る
事
に

な

っ
た

の
だ
が
、
こ
こ
に
来
て
嘉
靖
帝
祖
母
の
寿
安
皇
太
后

の
命
令
に
従
う
よ
う
に
、
と

い
う
旨
が
内
閣
に
伝
え
ら
れ
た
。
こ
れ
に

つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　
　

楊
廷
和
は
聖
母
、

つ
ま
り
慈
寿
皇
太
后

の
命
令
に
よ

っ
て
行
わ
れ
る
事
を
理
由
に
拒
否
し
て
い
る
。

　

一
体

い
か
な
る
経
緯
で
、
皇
后
選
び

の
主
導
権
が
慈
寿
皇
太
后
か
ら
寿
安
皇
太
后
に
移
る
事
に
な

っ
た
の
か
は
不
明

で
あ
る
が
、
蒋
氏

の

問
題
も
含
め
、
こ
れ
ら
は
名
目
上
皇
帝

の
聖
母
で
あ
る
慈
寿
皇
太
后
と
、
血
筋
的
に
皇
帝
の
祖
母
や
母
で
あ
る
皇
太
后
と
の
対
立
、
ひ
い
て

は
後
宮
内

で
の
優
位
を
争
う
構
図
と
見
て
取
る
事
が
で
き
よ
う
。

つ
ま
り
、
大
礼

の
議
は
嘉
靖
帝
が
生
父
母
を
皇
帝

の
親
と
し
て
扱
う
よ
う

求
め
た
事

に
始
ま
り
、
皇
帝
と
廷
臣
た
ち

の
対
立
で
も

っ
て
語
ら
れ
る
が
、
後
宮
内

で
の
権
力
争

い
と

い
う
面
も
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

　
嘉
靖

元
年

(
一
五
二
二
)

の
時
点
で
は
、
後
宮
内

の
対
立
は
聖
母
で
あ
る
慈
寿
皇
太
后
に
軍
配
が
上
が

っ
た
よ
う
に
、
廷
臣
た
ち
が
自
分

た
ち

の
意
見
の
後
ろ
盾
と
し
て
、
慈
寿
皇
太
后
の
懿
旨
を
持
ち
出
し
、
嘉
靖
帝
も
自
分
の
即
位

の
正
統
性

の
裏
付
け
、
生
母
や
祖
母
の
扱

い
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の
理
由
を
慈
寿
皇
太
后
の
懿
旨
に
求
め
、
廷
臣
た
ち
の
反
対
を
封
じ
る
と

い
う
動
き
を
見
せ
て
お
り
、
慈
寿
皇
太
后
と
懿

旨
は
大
き
な
権
威

を
持

っ
て
い
る
事
が
わ
か
る
。
し
か
し
本
来
こ
れ
は
嘉
靖
帝
即
位
と
同
時
に
失
わ
れ
る
は
ず
の
も

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
権

威
は
保
持
さ
れ
た
。
そ
の
大
き
な
要
因
は
、
他
な
ら
ぬ
嘉
靖
帝
自
身
で
あ

っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
こ
う

し
て
終
息
し
た
よ
う
に
見
え
た
大
礼

の
議
は
、
嘉
靖
三
年

(
一
五
二
四
)
再
び
紛
糾
す
る
事
に
な
る
。

で
は
そ

の
な
か
で
、
慈
寿
皇

太
后
と

そ
の
懿
旨

の
権
威
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
三
章
　
大
礼
の
議
の
決
着
と
慈
寿
皇
太
后

　
　

(
一
)
聖
母
か
ら
皇
伯
母

へ

　
嘉
靖

元
年

(
一
五
二
二
)
の
段
階
で
嘉
靖
帝
は
弘
治
帝
を
皇
考
、慈
寿
皇
太
后
を
聖
母
、実
の
両
親
を
本
生
父
母
、
祖
母
を
寿
安
皇
太
后
と
し
、

大
礼
の
議

は

一
応

の
決
着
を
見
た
。
実
の
両
親
を
皇
帝

の
親
と
し
て
扱
う
事
を

一
貫
し
て
要
求
し
て
い
た
嘉
靖
帝
と
す

る
な
ら
ば
、
こ
れ
は

妥
協
し

た
形
で
あ

っ
た
。

　
妥
協

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
要
因
の

一
つ
と
し
て
、
嘉
靖
帝
自
身
の
皇
位
継
承

へ
の
根
拠
の
薄
さ
が
あ
る
。
し
か
し
す
で
に
皇
帝
と

し
て
即
位

し
た
事
実
は
嘉
靖
帝
の
強
み
で
あ
り
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
嘉
靖
帝
自
身
に
権
威
が

つ
く
と
と
も
に
、
彼

の
意
見
に
賛
同
す
る

廷
臣
た
ち

が
台
頭
し
て
く
る
の
は
当
然
の
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
れ
ま
で
頼

っ
て
き
た
慈
寿
皇
太
后

の
権
威
を
必
要
と
し
な
く
な
る
事
に

つ

な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
う
し

た
動
き
が
見
え
る
の
は
嘉
靖
三
年

(
一
五
二
四
)
で
あ
る
。

　
こ
の
年

の
正
月
、
嘉
靖
帝
の
意
見
を
支
持
す
る
廷
臣
た
ち
が
、
改
め
て
嘉
靖
帝

の
生
父
母
を
皇
考

・
聖
母
と
す
る
べ
き
と
す
る
上
奏
を
行

　
　
　

　
　
　
　な

な

っ
た

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
廷
臣
た
ち
は
、
即
位
直
後
か
ら
さ
か
ん
に
上
疏
を
行

っ
て
い
た
が
、
楊
廷
和
に
抑
え
込
ま
れ
て
い
た
。
し
か
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　ま

し
そ
の
楊

廷
和
が
、
翌
月
に
辞
職
し
た
の
で
あ
る
。

　
嘉
靖
帝

及
び
廷
臣
た
ち
を
製
肘
し
て
き
た
大
き
な
人
物
が
い
な
く
な
り
、
時
勢
は
嘉
靖
帝
に
傾
き

つ
つ
あ

っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　ゐ
　

　
ま
ず
同
年
三
月
に
嘉
靖
帝
は
勅
を
下
し
、
慈
寿
皇
太
后
に
尊
号
を
加
え
て
い
る
。
そ
し
て
同
日
に
亡
父
興
献
帝
を
本
生
皇
考
恭
穆
献
皇
帝
、

生
母
興
献
太
后
を
本
生
聖
母
章
聖
皇
太
后
と
す
る
に
至
る
も
、
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
同
様
に
慈
寿
皇
太
后

の
懿
旨

に
よ

っ
て
行
わ
れ
る
形
が
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　ま

ら
れ
て

い
る
し
、
慈
寿
皇
太
后
の
聖
母
の
扱

い
も
続
行
さ
れ
て
い
る
。

　

つ
ま
り

こ
の
時
点
で
嘉
靖
帝
の
慈
寿
皇
太
后
を
尊
重
す
る
姿
勢
に
変
化
は
な
く
、
そ
れ
ま
で
と
同
様
に
懿
旨

に
よ

っ
て
亡
父
に
皇
帝
、
生

母
に
聖
母
及
び
皇
太
后

の
文
言
を
使
用
す
る
事
に
成
功
し
、
段
階
的
に
自
分
の
欲
す
る
と
こ
ろ
に
着
実
に
近
づ
け
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
。

　
し
か
し

こ
れ
が
弾
み
に
な

っ
た
嘉
靖
帝
は
、
早
く
も
同
年
七
月
に
は
章
聖
皇
太
后

の

「本
生
」
の
字
を
削
る
命
令
、

つ
ま
り
本
格
的
に
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
　

母
蒋
氏
を
聖
母
と
し
て
正
式
に
扱
う
と
い
う
、
当
初
か
ら
望
み
を
実
行
に
移
し
た
の
で
あ
る
。

　
当
然

の
こ
と
な
が
ら
朝
廷
は
紛
糾
し
、
嘉
靖
帝
に
反
対
す
る
廷
臣
た
ち
は
左
順
門

の
前

で
実
し
、
反
対
を
訴
え
た
。

こ
れ
は
成
化
帝
時
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　　

の
故
事
に

の
っ
と

っ
た
も

の
で
あ
り
、
廷
臣
た
ち
に
し
て
み
れ
ば
皇
帝
の
意
見
を
覆
す
最
後
の
手
段
で
あ

っ
た
ろ
う
。

し
か
し
こ
れ
は
逆
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　ぜ

嘉
靖
帝

の
怒
り
を
買
い
、
反
対
す
る
廷
臣
た
ち
を
嘉
靖
帝
は
獄
に
下
し
、
言
わ
ば
粛
清
す
る
形
で
決
着
を

つ
け
た
の
で
あ
る
。

　
や
が
て
反
対
勢
力
が

い
な
く
な

っ
た
同
年
九
月
、
慈
寿
皇
太
后
は
皇
伯
母
、
章
聖
皇
太
后
は
聖
母
と
な
り
、
こ
こ
に
嘉
靖
帝
が
望
ん
だ
形

　
　
　
　
　　

が
完
成
し
た
。

　
で
は
、

こ
う
し
た
変
化
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

(二
)
慈
寿
皇
太
后
の
権
威
の
変
化

嘉
靖
三
年

(
一
五
二
四
)
九
月
の
命
令
と
そ
れ
ま
で
の
も
の
と
の
決
定
的
違

い
は
、
嘉
靖
帝
自
ら
が
命
を
下
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
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嘉
靖

三
年
九
月
以
前
、

つ
ま
り
即
位
後
か
ら
嘉
靖
三
年
三
月
ま
で
の
間
、
生
父
母
や
祖
母
に
関
す
る
命
令
は
、
先
述

の
よ
う
に
全
て
慈
寿

皇
太
后

の
懿
旨
と

い
う
形
で
出
さ
れ
て
き
た
。

つ
ま
り
嘉
靖
帝
自
ら
が
命
令
を
下
し
た
嘉
靖
三
年
九
月
の
変
化
は
、
嘉
靖
帝
が
慈
寿
皇
太
后

の
懿
旨

の
権
威
を
必
要
と
し
な
く
な

っ
た
、
嘉
靖
帝
自
身

の
権
威
が
そ
れ
だ
け
高
ま

っ
た
と
い
う
事
で
あ
ろ
う
。

　
嘉
靖
帝
は
そ
れ
ま
で
、
慈
寿
皇
太
后
の
懿
旨

が
あ
る
事
を
理
由
に
廷
臣
た
ち

の
反
論
を
封
じ
込
め
て
き
た
経
緯
が
あ

る
。
し
か
し
嘉
靖
三

年
九
月

の
段
階
で
反
対
派
の
廷
臣
た
ち
は

一
掃
さ
れ
て
お
り
、
嘉
靖
帝
が
思
う
よ
う

に
動
け
る
よ
う
に
な

っ
た
事
も
大
き

い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
う

し
た

一
連
の
動
き
は
慈
寿
皇
太
后
の
権
威
が
下
が
る
と
言
う
よ
り
は
、
本
来
な
ら
ば
即
位
と
同
時
に
嘉
靖
帝
が
持

つ
は
ず
だ

っ
た
も

の
を
取
り
戻
し
た
、
と
言
う
方
が
正
し
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
慈
寿
皇
太
后
の
懿
旨

が
権
威
を
持

っ
た
の
は
、
正
徳
帝

の
遺
詔
に
よ

っ
て
遺
詔

の
実
行
者
と
し
て
、
新
皇
帝
即
位
ま

で
の
聞
の
事
を
任
さ

れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
な
ぜ
慈
寿
皇
太
后
に
任
さ
れ
た
の
か
。
ま
ず
皇
帝
権
力
の
強
化
に
よ

っ
て
明
代
に
お
い
て
遺
詔
の
代
行
者

、
即
位
根
拠
に
な
る

ほ
ど
の
権
威
を
持

つ
存
在
を
臣
下
が
務
め
る
事
は
不
可
能
で
あ

っ
た
。
皇
帝
と
同
等

の
存
在
な
ど
あ
り
え
な
い
、
し
か
し
見
方
を
変
え
る
と

皇
太
后

は
皇
帝

の
尊
属
、
つ
ま
り
家
族
関
係
に
限
定
す
る
と
皇
帝
の
上
位
に
立

つ
唯

一
の
人
物
な
の
で
あ
る
。
君
臣
関
係
し
か
存
在
し
な

い

朝
廷
に
皇
太
后
が
影
響
す
る
と

い
う
構
図
は
、
君
臣
の
秩
序

の
上
に
家
族
の
そ
れ
が
優
先
さ
れ
る
形
と
言
え
る
。
異
常
事
態
で
あ
る
が
、
こ

れ
は
皇

帝
不
在
と
い
う
緊
急
時
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
し
て
新
皇
帝
即
位
ま
で
の
短
期
間
と
わ
か

っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
行

い
得
る
措
置

で
あ

っ

た
と
思
わ
れ
る
。

　
正
徳

帝
は
崩
御
直
前
、
家
族
秩
序
で
も

っ
て
慈
寿
皇
太
后
を
権
威
付
け
し
、
君
臣
関
係
で
成
り
立

っ
て
い
る
朝
廷
に
影
響
力
を
持
た
せ
る

事
で
緊
急
避
難
的
措
置
を
取

っ
た
。
そ
し
て
廷
臣
た
ち
も
そ
の
非
常
手
段
を
利
用
し
、
そ
し
て
即
位
根
拠

の
薄
い
嘉
靖

帝
も
本
来
自
ら
の
即

位
で
失

わ
れ
る
は
ず
の
慈
寿
皇
太
后
と
懿
旨

の
権
威

で
も

っ
て
、
自
ら
の
後
ろ
盾
や
家
族

へ
の
尊
号
と

い
っ
た
も
の
を
手
に
入
れ
て
い
っ
た
。
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皇
帝
と
廷
臣
、
と
も
に
君
臣
と
家
族
両
方
の
理
屈
で
も

っ
て
バ
ラ
ン
ス
を
図

っ
て
い
る
構
図
が
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る

の
で
あ
る
。
慈
寿
皇

太
后
の
懿
旨

が
廷
臣
た
ち
を
動
か
し
、
嘉
靖
帝
の
即
位
根
拠
に
な
り
、
ま
た
廷
臣
た
ち
の
反
対
意
見
を
押
さ
え
込
む
事

が
で
き
た
の
は
、
嘉

靖
帝
と
廷
臣
た
ち
が
同
じ
論
理
を
利
用
し
て
い
る
証
拠
で
あ
ろ
う
。

　
大
礼

の
議
は
嘉
靖
帝

の
生
父
母
や
祖
母
の
扱

い
、

つ
ま
り
嘉
靖
帝
の
家
族
の
扱

い
を
め
ぐ
る
紛
議
で
あ

っ
た
。
し
か
し

一
方
で
も
う

一
つ

の
家
族
、
慈
寿
皇
太
后

の
権
威
に
か
ら
む
問
題
で
も
あ

っ
た
。
大
礼
の
議
は
家
族
秩
序
で
成
り
立

つ
慈
寿
皇
太
后
の
権
威
か
ら
脱
却
し
、
本

来
嘉
靖
帝
が
即
位
と
同
時
に
持

つ
は
ず
で
あ

っ
た
権
威
と
君
臣
秩
序
を
取
り
戻
す
、
そ
う

い
う
過
程
で
も
あ

っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。

お

わ

り

に

　
本
稿

で
は
、
明
代
の
皇
太
后
が
朝
廷
に
与
え
た
影
響
力
を
見
る
た
め
、
正
徳
帝
崩
御
や
大
礼

の
議
と

い
っ
た
大
き
な
事
件
に
関
わ

っ
た
慈

寿
皇
太

后
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
。

　
慈
寿

皇
太
后
は
正
徳
帝
崩
御
の
際
、
内
閣
と
と
も
に
天
下

の
重
大
事
を
任
さ
れ
た
存
在
で
あ

っ
た
。
慈
寿
皇
太
后
は
遺
詔
の
代
行
者
と
し

て
、
皇

帝
も
皇
位
継
承
者
も
不
在
で
あ

っ
た
約
四
十
日
と

い
う
長
期
間
、
内
閣
の
後
ろ
盾
と
し
て
大
き
な
影
響
力
を
持

っ
た
。

　
慈
寿

皇
太
后
は
遺
詔
に
よ

っ
て
権
威
を
得
た
。
こ
れ
は
皇
帝
を
頂
点
と
す
る
君
臣
関
係
に
あ
る
朝
廷
に
、
遺
詔
の
代
行
者
や
皇
帝
代
理
は

存
在
し
得
な

い
事
か
ら
、
皇
帝

の
家
族
関
係
で
尊
属

の
皇
太
后
を
皇
帝
も
廷
臣
た
ち
も
、
緊
急
事
態
を
乗
り
切
る
た
め
に
持
ち
出
し
た
た
め

で
あ
る
。

　
慈
寿
皇
太
后
は
正
徳
帝
崩
御
後
、
内
閣
、
特
に
楊
廷
和
と
と
も
に
後
継
者
を
決
定
し
、
新
皇
帝
即
位
ま
で
の
道
筋
を

つ
け
て
い
る
。
慈
寿

皇
太
后

は
自
ら
朝
廷
の
場
に
立

つ
よ
う
な
事
は
な
か

っ
た
が
、
嘉
靖
帝
と
廷
臣
た
ち

の
調
停
役
に
な
る
等
、
明
代
の
先

達
の
皇
太
后
た
ち
同
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様
、
皇

統
と
朝
廷

の
安
定
を
保

つ
働
き
に
つ
と
め
て
い
る
。

　

こ
う

し
て
迎
え
ら
れ
た
嘉
靖
帝
は
即
位
後
ま
も
な
く
、
生
父
母
の
扱

い
か
ら
大
礼
の
議
を
起
こ
し
た
。
嘉
靖
帝
の
意
向
は
廷
臣
た
ち

の
反

対
か
ら
、
妥
協
せ
ざ
る
を
得
な
い
所
が
多
分
に
あ
り

つ
つ
も
、

一
定

の
成
果
は
挙
げ
て
い
た
。
特
に
祖
母
を
皇
太
后
に
す
る
事

で
亡
父
の
嫡

子
化
に
成
功
し
た

の
は
、
明
代

の
皇
位
継
承

の
原
則
に
照
ら
し
て
も
重
要
か

つ
必
要
な
事
で
あ

っ
た
し
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
自
ら
の

即
位
と
皇
統
の
正
当
化
に
繋
が
る
も
の
で
あ

っ
た
。

　
た
だ

し
こ
れ
は
嘉
靖
帝
の
命
令

で
は
な
く
慈
寿
皇
太
后

の
懿
旨

に
よ

っ
て
、
と
い
う
形
が
取
ら
れ
た
。
嘉
靖
帝

の
こ
う
し
た
行
動
は
、
傍

系
か
ら

の
即
位
と

い
う
事
実
に
起
因
す
る
も

の
で
あ
る
。
嘉
靖
帝
は
慈
寿
皇
太
后

の
権
威
に
頼
る
と
こ
ろ
が
多
大
に
あ
り
、
嘉
靖
帝
が
即
位

し
て
な
く
な
る
は
ず

の
慈
寿
皇
太
后
の
権
威
は
、
保
持
さ
れ
続
け
る
事
に
な

っ
た
で
あ
る
。

　
し
か

し
嘉
靖
三
年

(
一
五
二
四
)
に
な
る
と
、
そ
れ
ま

で
嘉
靖
帝
を
牽
制
し
て
き
た
楊
廷
和
が
辞
職
し
、
嘉
靖
帝

の
意
見
に
賛
同
す
る
廷

臣
た
ち

が
台
頭
し
て
き
た
事
も
手
伝

い
、
状
況
は
変
化
し
た
。
結
果
、
聖
母
と
し
て
き
た
慈
寿
皇
太
后
を
皇
伯
母
、
実
母
を
聖
母
と
し
て
扱

う
に
至

っ
た
。

　
嘉
靖

三
年

の
命
令
は
、嘉
靖
帝
自
身
が
発
し
て
い
る
事
が
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
嘉
靖
帝
が
本
来
即
位
と
同
時
に
手

に
す
る
は
ず
で
あ

っ

た
権
威
を
よ
う
や
く
取
り
戻
し
、
慈
寿
皇
太
后

の
権
威
、

つ
ま
り
家
族
関
係
の
権
威
か
ら
脱
却
し
た
事
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
大
礼
の
議
は

嘉
靖
帝

の
生
父
母
の
扱

い
、
家
族
を
め
ぐ
る
紛
議

で
あ

っ
た
が
、
そ
の
終
わ
り
は
も
う

一
つ
の
家
族
の
問
題
で
あ
る
慈
寿
皇
太
后

の
権
威
か

ら
の
脱
却
と

い
う
側
面
も
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

　
本
稿

で
は
明
代
の
后
妃
た
ち
が
及
ぼ
し
た
影
響
を
見
る
例
と
し
て
慈
寿
皇
太
后
を
扱

っ
た
が
、
そ
れ
以
降
明
代
に
皇

位
継
承
に
関
わ
る
問

題
が
起
き
な
か

っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
む
し
ろ
明
末
は
三
案
と
呼
ば
れ
る
争
議
も
起
こ

っ
て
い
る
く
ら

い
で
あ
る
。
実

は
そ
の
際
皇
太
后
が

不
在

で
あ

っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
ど

の
よ
う
な
影
響
や
問
題
を
生
じ
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
明
末
の
後
宮
に
か
か
わ
る
諸
問
題
に

つ
い
て
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も

、

今

後

検

討

を

加

え

て

い
き

た

い
。

.-.

1口
註

 

(
2
)

(
3
)

　 .-.

65
口 　　口

　

4口

『皇
明
祖
訓
』
法
律
。

凡
朝
廷
無
皇
子
、
必
兄
終
弟
及
。
須
立
嫡
母
所
生
者
、
庶
母
所
生
難
長
不
得
立
。
若
姦
臣
棄
嫡
立
庶
、
庶
者
必
当
守
分
勿
動
。
遣
信
報
嫡

之
当
立
者
、
務
以
嫡
臨
君
位
、
朝
廷
応
即
斬
姦
臣
。

『国
権
』
巻
二
十
三
。

宣
徳
十
年
正
月
…
…
乙
亥
、
宣
宗
賓
天
。
皇
太
子
年
九
歳
、
皇
太
后
取
金
符
入
内
、
或
謂
立
嚢
王
。
太
后
聞
之
、
立
至
乾
清
宮
、
携
太
子

召
閣
臣
泣
日
、
此
新
天
子
也
。
閣
臣
伏
謁
呼
万
歳
、
群
臣
随
之
、
浮
議
乃
息
。

『明
史
』
巻
百
十
四
、
后
妃
二
。

孝
宗
孝
康
皇
后
張
氏
…
…
成
化
二
十
三
年
選
為
太
子
妃
。
是
年
、
孝
宗
即
位
、
冊
立
為
皇
后
。
…
…
武
宗
即
位
、
尊
為
皇
太
后
。
五
年

十
二
月
以
箕
錨
平
、
上
尊
号
日
慈
寿
皇
太
后
。

『明
史
』
巻
十
六
、
武
宗
。

武
宗
承
天
達
道
英
粛
容
哲
昭
徳
顕
功
弘
文
思
孝
毅
皇
帝
、
諌
厚
照
、
孝
宗
長
子
也
。
母
孝
康
敬
皇
后
。

『廿
二
史
筍
記
』
巻
三
十
二
、
明
正
后
所
生
太
子
。

『明
武
宗
実
録
』
正
徳
十
六
年
三
月
丙
寅
。
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上
崩
干
豹
房
。
先

一
夕
上
大
漸
、
惟
太
監
陳
敬

・
蘇
進
二
人
在
左
右
、
乃
謂
之
日
、
朕
疾
殆
不
可
為
　
。
爾
等
与
張
鋭
可
召
司
礼
監
官
来
、

　
　

以
朕
意
達
皇
太
后
、
天
下
事
重
、
其
与
内
閣
輔
臣
議
処
之
。
前
此
事
皆
由
朕
而
惧
、
非
汝
衆
人
所
能
与
也
。
俄
而
上
崩
。
敬

・
進
奔
告
慈

　
　

寿
皇
太
后
、
乃
移
積
干
大
内
。
是
日
伝
遺
旨
、
諭
内
外
文
武
群
臣
日
、
朕
疾
彌
留
、
儲
嗣
未
建
、
朕
皇
考
親
弟
興
献
王
長
子
厚
惚
、
年
已

　
　

長
成
、
賢
明
仁
孝
、
倫
序
当
立
。
已
遵
奉
祖
訓
兄
終
弟
及
之
文
、
告
干
宗
廟
、
請
干
慈
寿
皇
太
后
、
即
日
遣
官

迎
取
来
京
、
嗣
皇
帝
位
、

　
　

奉
祀
宗
廟
、
君
臨
天
下
。
又
伝
慈
寿
皇
太
后
酪
旨
、
諭
群
臣
日
、
皇
帝
寝
疾
、
彌
留
已
迎
取
興
献
王
長
子
厚
焔
、
来
京
嗣
皇
帝
位
。

一
応

　
　

事
務
、
倶
待
嗣
君
、
至
日
処
分
。
於
是
司
礼
等
監
太
監
谷
大
用

・
章
霧

・
張
錦

・
内
閣
大
学
士
梁
儲

・
定
国
公
徐
光
酢

・
鮒
馬
都
尉
崔
元

・

　
　

礼
部
尚
書
毛
澄
奉
金
符
、
以
行
初
司
礼
監
官
、
以
太
后
命
至
内
閣
与
大
学
士
楊
廷
和
等
議
所
、
当
立
者
既
定
、
入
白
太
后
取
旨
、
廷
和
等

　
　

候
於
左
順
門
。
頃
之
吏
部
尚
書
王
環
排
抜
門
入
属
声
日
、
此
量
小
事
、
而
我
九
卿
顧
不
預
聞
耶
。
衆
不
答
、
環
意
乃
沮
。

(7
)
慈
寿
皇
太
后
の
子
、

つ
ま
り
正
徳
帝
の
弟
が
い
た
が
天
逝
し
て
い
る
。
『明
史
』
巻
百
十
九
、
諸
王
四
。

　
　

孝
宗
二
子
。
武
宗

・
蔚
王
厚
偉
、
倶
張
皇
后
生
。

　
　

蔚
王
厚
偉
、
孝
宗
次
子
、
生
三
歳
麗
。
追
加
封
誼
。

(8
)
拙
稿

「明
朝
の
皇
位
継
承
問
題
と
皇
太
后
-
誠
孝
皇
后
張
氏
を
例
に
ー
」
『京
都
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
紀
要
史
学
編
』
第
九
号
、

　

二
〇

一
〇
年
。

(9
)
谷
口
や
す
よ

「漢
代
の
皇
后
権
」
『史
学
雑
誌
』
第
八
十
七
編
第
十

一
号
、

一
九
七
八
年
。
秦
玲
子

「宋
代
の
后
と
帝
嗣
決
定
権
」
『柳
田
節

　

子
先
生
古
希
記
念
　
中
国
の
伝
統
社
会
と
家
族
』
汲
古
書
院
、

一
九
九
三
年
。

(10
)
拙
稿

「明
代
後
宮
と
后
妃

・
女
官
制
度
」
『京
都
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
紀
要
史
学
編
』
第
八
号
、
二
〇
〇
九
年
。

(11
)
『明
武
宗
実
録
』
巻
百
九
十
七
、
正
徳
十
六
年
三
月
丙
寅
。

　
　

上
崩
干
豹
房
。
先

一
夕
上
大
漸
、
惟
太
監
陳
敬

・
蘇
進
二
人
在
左
右
、
乃
謂
之
日
、
朕
疾
殆
不
可
為
　
。
爾
等
与
張
鋭
可
召
司
礼
監
官
来
、
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以
朕
意
達
皇
太
后
、
天
下
事
重
、
其
与
内
閣
輔
臣
議
処
之
。
前
此
事
皆
由
朕
而
惧
、
非
汝
衆
人
所
能
与
也
。
俄
而
上
崩
。
敬

・
進
奔
告
慈

　
　

寿
皇
太
后
、
乃
移
濱
干
大
内
。

(12
)
『皇
明
詔
令
』
巻
十
八
。
『明
武
宗
実
録
』
正
徳
十
六
年
三
月
戊
辰
に
同
じ
。

　
　

詔
日
、
朕
以
菲
薄
、
紹
承
祖
宗
　
業
十
有
七
年
　
。
図
治
錐
勤
、
化
理
未
沿
、
深
惟
先
帝
付
託
。
今
忽
逡
疾
彌
留
、
殆
弗
能
興
。
夫
死
生
常
理
、

　
　

古
今
人
所
不
免
、
惟
在
継
統
得
人
、
宗
社
生
民
有
頼
、
吾
難
棄
世
亦
復
異
憾
焉
。
皇
考
孝
宗
敬
皇
帝
親
弟
興
献
王
長
子
厚
熔
、
聡
明
仁
孝
、

　
　

徳
器
夙
成
、
倫
序
当
立
。
已
遵
奉

『祖
訓
』
「兄
終
弟
及
」
之
文
、
告
干
宗
廟
、
請
干
慈
寿
皇
太
后
与
内
外
文
武
群
臣
合
謀
同
辞
、
即
日
遣
官
、

　
　

迎
取
来
京
、
嗣
皇
帝
位
。
内
外
文
武
群
臣
、
其
協
心
輔
理
、
凡

一
応
事
務
、
率
依
祖
宗
旧
制
、
用
副
予
志
。
嗣
君
未
到
京
之
日
、
凡
有
重

　
　

大
緊
急
事
情
、
該
衙
門
具
本
、
暫
且
奏
知
皇
太
后
。

(13
)
注

(1
)
に
同
じ
。

(14
)
『明
史
』
巻
百
九
十
、
楊
廷
和
。

　
　

先
是
、
武
宗
崩
、
廷
和
草
遺
詔
。

　
　

三
月
十
四
日
丙
寅
、
谷
大
用

・
張
永
至
閣
、
言
帝
崩
於
豹
房
、
以
皇
太
后
命
乃
移
殖
大
内
、
且
議
所
当
立
。
廷
和
挙
皇
明
祖
訓
示
之
日
、

　
　

兄
終
弟
及
、
誰
能
涜
焉
。
興
献
王
長
子
、
憲
宗
之
孫
、
孝
宗
之
従
子
、
大
行
皇
帝
之
従
弟
、
序
当
立
。
…
…
乃
令
中
官
入
啓
皇
太
后
、
廷

　
　

和
等
候
左
順
門
下
。
頃
之
、
中
官
奉
遺
詔
及
太
后
懿
旨
、
宣
諭
群
臣
、

一
如
廷
和
請
、
事
乃
定
。

(15
)
注

(6
)
に
同
じ
。

(16
)
『皇
明
祖
訓
』
内
令
。

　
　

凡
皇
后
止
許
内
治
宮
中
諸
等
婦
女
人
、
宮
門
外

一
応
事
務
母
得
干
預
。

　
　

凡
宮
囲
当
謹
内
外
、
后
妃
不
許
群
臣
謁
見
。
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(17
)
『明
武
宗
実
録
』
正
徳
十
六
年
三
月
庚
午
。

　
　

皇
太
后
懿
旨
下
、
江
彬

・
神
周

・
李
琢
干
獄
。

(18
)
『明
史
紀
事
本
末
』
巻
五
十
、
大
礼
議
。

　
　

(正
徳
十
六
年
四
月
)
丁
卯
、
礼
部
員
外
郎
楊
応
魁
上
礼
儀
状
。
請
由
東
安
門
入
居
文
華
殿
、
翌
日
百
官
三
上
箋
勧
進
、
侯
令
旨
愈
允
、
択

　
　

日
即
位
。
大
学
士
楊
廷
和
命
儀
部
郎
中
余
才
所
擬
也
。

(19
)
『明
世
宗
実
録
』
正
徳
十
六
年
四
月
癸
卯
。

　
　

至
京
城
外
、
駐
躍
行
殿
。
初
礼
部
具
儀
、
請
如
皇
太
子
即
位
礼
。
上
覧
之
、
謂
長
史
衰
宗
皐
日
、
遺
詔
以
吾
嗣
皇
帝
位
。
非
皇
子
也
。
至

　
　

是
大
学
士
楊
廷
和
等
請
上
、
如
礼
部
所
具
儀
、
由
東
安
門
入
居
文
華
殿
、
上
箋
勧
進
、
択
日
登
極
、
上
不
允
。
会
慈
寿
皇
太
后
有
旨
日
、

　
　

天
位
不
可
久
虚
嗣
君
、
已
至
行
殿
。
内
外
文
武
百
官
、
可
即
日
上
箋
勧
進
。
於
是
上
遂
従
行
殿
、
受
箋
文
武
百
官
軍
民
書
老
人
等
。

(20
)
注

(19
)
に
同
じ
。

(21
)
注

(19
)
に
同
じ
。

(22
)
注

(8
)
に
同
じ
。

(23
)

『皇
明
詔
令
』
巻
十
九
。
即
位
詔
、
正
徳
十
六
年
四
月
二
十
二
日
。

　
　

奉
天
承
運
皇
帝
詔
日
、
朕
承
皇
天
之
春
命
、
頼
列
聖
之
洪
休
、
奉
慈
寿
皇
太
后
之
懿
旨
、
皇
兄
大
行
皇
帝
之
遺
詔
、
属
以
倫
序
、
入
奉
宗
眺
。

(24
)
『明
世
宗
実
録
』
正
徳
十
六
年
四
月
戊
申

「命
礼
部
会
官
議
興
献
王
主
祀
及
封
号
以
聞
。」

(25
)
『明
世
宗
実
録
』
正
徳
十
六
年
十
月
壬
午
。

　
　

聖
母
至
京
、
由
大
明
中
門
入
。
上
候
迎
午
門
、
内
入
見
奉
先
殿

・
奉
慈
殿
。

(26
)
『明
世
宗
実
録
』
正
徳
十
六
年
五
月
戊
午
。
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(
27
)

(
28
)

(
29
)

　

31口 30

礼
部
尚
書
毛
澄
等
会
議
興
献
王
主
祀
及
称
号
、
奏
日
、
考
之
漢
成
帝
立
定
陶
王
為
皇
太
子
、
立
楚
孝
王
孫
景
為
定
陶
王
、
奉
共
王
祀
、
共

王
皇
太
子
本
生
父
也
。
時
大
司
空
師
丹
以
為
恩
義
備
至
。
今
皇
上
入
継
大
統
、
宜
如
定
陶
王
故
事
、
以
益
王
第
二
子
崇
仁
王
厚
弦
継
興
献
王
、

後
襲
封
興
王
主
祀
事
、
又
考
之
宋
漢
安
酪
王
之
子
入
継
仁
宗
、
後
是
為
英
宗
。
宰
臣
請
下
有
司
議
礼
特
知
諌
院
司
馬
光
謂
、
撲
王
宜
尊
以

高
官
大
爵
称
皇
伯
、
而
不
名
判
。
太
常
寺
萢
鎮
亦
言
、
陛
下
既
考
仁
宗
、
若
復
以
濃
王
為
考
、
於
義
未
當
、
乃
詔
立
濃
王
園
廟
、
以
宗
撲

為
濃
国
公
、
奉
撲
王
祀
。
程
頸
之
言
日
、
為
人
後
者
謂
所
後
為
父
母
、
而
謂
所
生
為
伯
叔
父
母
、
此
生
人
之
大
倫
也
。
然
所
生
之
義
至
尊

至
大
、
宜
別
立
殊
称
日
皇
伯
叔
父
、
某
国
大
王
則
正
統
既
明
、
而
在
所
生
亦
尊
崇
極
　
。
今
興
献
王
於
孝
宗
為
弟
於
皇
上
為
本
生
父
、
与

濃
安
諮
王
事
正
相
等
、
皇
上
宜
称
孝
宗
為
皇
考
、
改
称
興
献
王
為
皇
叔
父
興
献
大
王
、
興
献
王
妃
為
皇
叔
母
興
献
王
妃
、
凡
祭
告
興
献
王
妃
、

皇
上
倶
自
称
姪
皇
帝
、
則
隆
重
正
統
与
尊
崇
本
生
恩
礼
備
至
、
可
以
為
万
世
法
。
疏
入
上
日
、
藩
府
主
祀
及
称
号
事
体
重
大
、
再
会
議
以
聞
。

『明
史
』
巻
百
十
五
、
容
宗
興
献
皇
帝
。

合
妃
将
至
、
礼
臣
上
入
宮
儀
、
由
崇
文
門
入
東
安
門
、
皇
帝
迎
於
東
華
門
。
不
許
。
再
議
由
正
陽
門
入
大
明

・
承
天

・
端
門
、
従
王
門
入
宮
。

又
不
許
。
王
門
、
諸
王
所
出
入
門
也
。
勅
日
、
聖
母
至
、
御
太
后
車
服
、
従
御
道
入
、
朝
太
廟
。
故
事
、
后
妃
無
謁
廟
礼
、
礼
臣
難
之
。

『明
史
』
巻
百
十
五
、
容
宗
興
献
皇
帝
。

時
妃
至
通
州
、
聞
考
孝
宗
、
悉
日
、
安
得
以
吾
子
為
他
人
子
。
留
不
進
。
帝
涕
泣
願
避
位
。

『明
世
宗
実
録
』
正
徳
十
六
年
十
月
庚
辰
。

上
日
、
卿
等
累
次
会
議
正
統
之
大
義
、
本
生
之
大
倫
、
考
拠
精
詳
議
擬
允
当
朕
巳
知
之
、
欽
奉
慈
寿
皇
太
后
之
命
、
以
朕
既
承
大
統
、
父

興
献
王
宜
称
興
献
帝
、
母
興
献
后
、
憲
廟
貴
妃
部
氏
為
皇
太
后
。
朕
辞
之
再
三
不
容
、
遜
避
特
諭
、
卿
等
知
之
。

『明
史
』
巻
百
十
五
、
容
宗
興
献
皇
帝
。
「群
臣
以
慈
寿
皇
太
后
命
、
改
称
興
献
妃
、
乃
入
。
」

『明
世
宗
実
録
』
嘉
靖
元
年
三
月
丁
巳
。
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以
上
昭
聖
慈
寿
皇
太
后

・
荘
粛
皇
后
尊
号
、
遣
定
国
公
徐
光
酢

・
武
定
候
郭
助

・
恵
安
伯
張
偉
祭
告
天
地

・
宗
廟

・
社
稜
。

(32
)
『明
世
宗
実
録
』
嘉
靖
元
年
三
月
壬
戌
。

　
　

上
御
奉
天
殿
頒
詔
日
、
…
…
謹
奉
冊
宝
、
上
聖
母
尊
号
日
昭
聖
慈
寿
皇
太
后
、
皇
艘
日
荘
粛
皇
后
。
又
奉
聖
母
懿
旨
、
上
聖
祖
母
尊
号
日

　
　

寿
安
皇
太
后
、
本
生
父
母
日
興
献
帝

・
興
国
太
后
。

(33
)
『明
史
』
巻
百
九
十
、
楊
廷
和
。

　
　

帝
不
得
已
、
乃
以
嘉
靖
元
年
詔
称
孝
宗
為
皇
考
、
慈
寿
皇
太
后
為
聖
母
、
興
献
帝

・
后
為
本
生
父
母
、
不
称
皇
。

(34
)
注

(32
)
に
同
じ
。

(35
)
中
山
八
郎

「再
び

「嘉
靖
朝
の
大
礼
問
題
の
発
端
」
に
就
い
て
」
『申
山
八
郎
　
明
清
論
集
』
汲
古
書
院
、

一
九
九
五
年
。

(36
)
『明
世
宗
実
録
』
正
徳
十
六
年
十
二
月
乙
巳
。

　
　

吏
部
等
衙
門
尚
書
喬
宇

・孫
交

・
鄭
宗
仁

・毛
澄

・
彰
澤

・
愈
琳
、
侍
郎
羅
欽
順

・秦
金

・郷
文
盛

・質
詠

・
圧
俊

・
李
銭

・
顔
煕
寿

・
減
鳳

・

　
　

童
瑞

・
陳
雍
、
都
御
史
金
献
民

・
劉
玉
通

・
政
柴
義

・
張
遭
安

・
金
参
議

・
陳
露

・
陳
卿

・
万
鐘

・
周
倫

・
張
緒
、
寺
丞
張
溶

・
劉
源
清

　
　

連
名
具
疏
奏
、
興
献
帝
不
宜
称
皇
号
。
言
正
統
大
義
、
惟
頼
皇
字
以
明
、
若
加
干
本
生
之
親
、
則
与
正
統
混
而
無
別
揆
之
、
天
理
則
不
合
、

　
　

験
之
人
心
、
有
未
安
非
所
以
重
宗
廟
正
名
分
也
。
上
日
、
慈
寿
皇
太
后
酪
旨
有
諭
、
今
皇
帝
婚
礼
已
命
行
其
興
献
帝
、
宜
加
与
皇
号
母
興

　
　

献
皇
太
后
。
朕
不
敢
辞
、
爾
群
臣
其
承
命
。
礼
部
尚
書
毛
澄
等
復
奏
日
、
皇
上
考
孝
廟

・
母
慈
寿
、
本
生
之
親
既
尊
為
帝
后
、
而
又
欲
於

　
　

帝
后
之
上
有
加
則
於
正
統
之
親
無
別
恐
不
可
以
告
郊
廟
、
而
布
之
天
下
也
。
内
閣
大
臣
尽
忠
蜴
誠
、
直
言
規
諌
、
乞
降
愈
。
上
日
、
酪
旨

　
　

諭
及
不
可
違
、
宜
承
休
命
。

(37
)
『明
史
』
巻
百
十
四
、
后
妃
二
。
「初
、
興
国
太
后
以
藩
妃
入
、
太
后
猶
以
故
事
遇
之
、
帝
頗
不
悦
。」

(38
)
最
初
の
例
と
し
て
は
、
正
統
帝
の
皇
后
選
び
を
太
皇
太
后
が
行

っ
た
も
の
。
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(39
)

(40
)

(
41
)

『明
英
宗
実
録
』
正
統
六
年
春
正
月
乙
卯
。

太
皇
太
后
勅
諭
行
在
礼
部
尚
書
胡
漢
等
日
、
皇
帝
婚
期
伊
遍
皇
后
之
位
必
在
得
賢
、
蓋
以
上
配
震
厳
砥
奉
宗
廟
、
表
正
六
宮
母
儀
天
下
、

而
隆
国
家
万
世
之
本
也
。
爾
礼
部
其
榜
諭
北
京

・
直
隷

・
南
京

・
鳳
陽

・
潅
安

・
徐
州

・
河
南

・
山
東

・
山
西

・
陳
西
於
大
小
官
員
民
庶

有
徳
之
家
、
用
誠
簡
求
務
択
、
其
父
母
克
修
仁
義
家
法
、
斉
粛
女
子
年
十
三
至
十
五
、
容
貌
端
潔
、
性
資
純
美
、
言
動
恭
和
、
成
中
礼
度
者
、

有
司
以
礼
、
令
其
父
母
親
送
赴
京
、
吾
将
親
閲
焉
。

『明
世
宗
実
録
』
嘉
靖
元
年
正
月
癸
亥
。

礼
部
奏
奉
皇
太
后
懿
旨
、
選
后
請
命
司
礼
監
択
公
正
、
内
臣
分
道
選
求
、
従
之
。

『明
世
宗
実
録
』
嘉
靖
元
年
八
月
丙
子
。

昭
聖
慈
寿
皇
太
后
懿
旨
、
大
婚
選
到
女
子
、
宜
進
宮
簡
選
。
欽
天
監
其
択
日
以
聞
。
先
是
司
礼
監
官
伝
諭
内
閣
、
以
大
婚
礼
取
到
女
子
赴

宮
簡
選
、
欲
従
寿
安
皇
太
后
伝
旨
。
大
学
士
楊
廷
和
等
再
疏
、
言
其
不
可
云
、
去
年
宣
諭
礼
部
挙
行
、
今
春
分
遣
司
礼
監
官
選
取
、
皆
由

聖
母
昭
聖
慈
寿
皇
太
后
詰
諭
、
在
廷
之
臣
与
天
下
之
人
皆
知
之
。
今
日
伝
旨
改
従
寿
安
事
、
不
帰

一
礼
、
不
由
正
何
以
昭
示
中
外
、
乃
伝

奉
昭
聖
懿
旨
行
之
。

『明
世
宗
実
録
』
嘉
靖
三
年
春
正
月
丙
戌
。

南
京
刑
部
主
事
桂
蓼
上
正
大
礼
疏
、
其
略
日
、
臣
聞
古
者
帝
王
、
事
父
孝
故
事
天
明
、
事
母
孝
故
事
地
察
、
未
聞
廃
父
子
之
倫
、
而
能
事

天
地
主
百
神
者
也
。
今
礼
官
以
皇
上
与
為
人
従
而
強
附
末
世
故
事
、
滅
武
宗
之
統
、
奪
興
献
帝
之
宗
、
識
者
成
心
知
其
非
、
而
未
聞
有
所

規
納
者
何
也
。
蓋
自
張
聰

・
霊
轄
上
議
論
者
、
指
為
干
進
故
達
理
者
、
不
敢
拠
論
其
誤
、
遂
因
循
至
今
日
耳
、
然
是
失
也
。
綱
常
所
関
誠

非
細
、
故
切
念
皇
上
在
興
国
太
后
之
側
慨
、
興
献
帝
弗
祀
三
年
　
。
而
臣
子
乃
舜
然
自
以
為
是
量

一
体
之
義
乎
。
臣
願
皇
上
速
発
明
詔
循

名
考
実
称
孝
宗
日
皇
伯
考
、
武
宗
日
皇
兄
、
興
献
帝
日
皇
考
、
而
別
立
廟
於
大
内
。
興
国
太
后
日
聖
母
、
則
天
下
之
為
父
子
君
臣
者
、
定
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至
於
朝
議
之
謬
、
有
不
足
弁
者
何
也
。
彼
所
執
不
過
宋
濃
王
議
、
且
臣
按
宋
臣
萢
純
仁
告
英
宗
日
、
陛
下
昨
受
仁
宗
詔
親
許
為
仁
宗
子
、

　
　

至
於
封
爵
悉
用
皇
子
故
事
、
与
入
継
之
主
事
体
不
用
、
則
宋
臣
之
論
亦
自
有
別
、
今
皇
上
奉
祖
訓
入
継
大
統
、
果
曽
親
受
孝
宗
詔
、
而
為

　
　

之
子
乎
。
果
曽
親
許
為
孝
宗
子
乎
。
則
皇
上
非
為
人
後
而
為
入
継
之
主
也
、
明
　
。
然
則
考
興
献
帝

・
母
興
献
太
后
者
。
質
諸
鬼
神
而
無

　
　

疑
百
世
以
侯
聖
人
而
不
惑
者
也
。
臣
久
欲
以
請
乃
者
、
復
得
見
席
書

・
方
献
夫
二
臣
之
疏
、
以
為
皇
上
必
為
之
楊
然
、
更
改
有
無
待
於
臣

　
　

之
言
者
、
至
今
未
奉
展
断
、
量
皇
上
隅
未
詳
覧
耶
、
抑
二
臣
将
上
而
中
止
耶
。
臣
故
不
敢
愛
死
再
申
其
説
、
井
録
二
臣
之
疏
、
以
聞
疏
奏
。

　
　

上
日
、
此
礼
関
係
天
理
綱
常
、
便
会
文
武
群
臣
、
集
前
後
章
奏
詳
議
尊
称
、
合
行
典
礼
、
以
聞
。

(42
)
『明
世
宗
実
録
』
嘉
靖
三
年
二
月
丙
午
。

　
　

少
師
兼
太
子
太
保
吏
部
尚
書
兼
華
蓋
殿
大
学
士
楊
廷
和
乞
致
仕
、
許
之
。

(43
)
『明
世
宗
実
録
』
嘉
靖
三
年
三
月
丙
寅
。

　
　

勅
諭
礼
部
、
聖
母
昭
聖
慈
寿
皇
太
后
、
擁
護
朕
躬
績
承
大
統
、
仰
荷
慈
訓
恩
徳
難
名
、
薮
特
加
上
尊
号
為
昭
聖
康
恵
慈
寿
皇
太
后
。
爾
礼

　
　

部
其
択
日
遣
官
、
祭
告
天
地

・
宗
廟

・
社
稜
、
恭
上
冊
宝
。
冊
道
行
天
下
宗
室
及
文
武
衙
門
知
之
、
所
有
合
行
礼
儀
、
開
具
以
聞
。
是
日

　
　

又
勅
諭
礼
部
、
朕
恭
庸
天
命
入
継
大
宗
、
祇
奉
祖
考
、
孝
養
宮
聞
、
專
意
正
統
岡
敢
違
越
、
頃
歳
仰
承
聖
母
昭
聖
慈
寿
皇
太
后
懿
旨
、
以

　
　

所
生
至
恩
、
亦
欲
兼
壼
、
尊
朕
本
生
父
為
興
献
帝

・
本
生
母
為
興
国
太
后
。
朕
心
猶
未
嫌
然
、
特
命
文
武
群
臣
集
議
、
皆
謂
宜
加
称
号
、

　
　

以
極
尊
崇
。
今
加
称
興
献
帝
為
本
生
皇
考
恭
穆
献
皇
帝
、
興
国
太
后
為
本
生
母
章
聖
皇
太
后
。
爾
礼
部
其
択
日
遣
官
、
祭
告
天
地

・
宗
廟

・

　
　

社
稜
、
更
上
冊
宝
。
伍
通
行
天
下
宗
室
及
文
武
衙
門
知
之
、
所
有
合
行
礼
儀
、
開
具
以
聞
。

(44
)
注

(43
)
に
同
じ
。

(45
)
『明
世
宗
実
録
』
嘉
靖
三
年
七
月
乙
亥
。

　
　

上
諭
礼
部
、
本
生
聖
母
章
聖
皇
太
后
更
定
尊
号
日
、
聖
母
章
聖
皇
太
后
。
於
七
月
十
六
日
恭
上
冊
文
、
遣
官
祭
告
天
地

・
宗
廟

・
社
稜
、
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(
46
)

(
47
)

(48
)

即
具
儀
以
聞
。

『明
史
紀
事
本
末
』
巻
五
十
、
大
礼
議
。

何
孟
春
日
、
憲
宗
朝
尚
書
挑
蔓
率
百
官
、
伏
実
文
華
門
、
争
慈
酪
皇
太
后
葬
礼
、
憲
宗
聞
之
。
此
国
朝
故
事
也
。

『明
世
宗
実
録
』
嘉
靖
三
年
七
月
戊
寅
。

群
臣
以
前
疏
不
下
朝
罷
、
則
相
率
詣
左
順
門
、
脆
伏
或
大
呼
太
祖
高
皇
帝
、
或
呼
孝
忠
皇
帝
、
声
徹
干
内
。
是
日
上
斎
居
文
華
殿
、
遣
司

礼
監
官
諭
令
退
、
群
臣
固
伏
不
起
、
求
愈
旨
。
上
乃
遣
司
礼
監
官
伝
諭
日
、
恭
穆
献
皇
帝
神
主
将
至
冊
文

・
祝
文
、
悉
已
撰
定
　
、
爾
等

姑
退
。
群
臣
傍
伏
不
起
。
及
午
、
上
命
録
諸
臣
姓
名
、
執
為
首
者
学
士
豊
煕

・
給
事
中
張
獅

・
御
史
余
朝

・
郎
中
余
寛

・
黄
待
顕

・
陶
滋

・

相
世
芳

・
寺
正

・
母
徳
純
凡
八
人
、
下
詔
獄
。
於
是
修
撰
楊
慎
検
討
、
王
元
正
乃
撚
門
大
突
、

一
時
群
臣
皆
実
声
震
閾
庭
。
上
大
怒
、
命

逮
五
品
以
下
員
外
郎
馬
理
等

一
百
三
十
四
入
、
悉
下
詔
獄
拷
訊
。
四
品
以
下
及
司
務
等
官
姑
令
待
罪
。

『明
世
宗
実
録
』
嘉
靖
三
年
九
月
丙
寅
。

始
定
大
礼
称
孝
宗
敬
皇
帝
日
皇
伯
考
、
昭
聖
康
恵
慈
聖
皇
太
后
日
皇
伯
母
。
恭
穆
献
皇
帝
日
皇
考
、
章
聖
皇
太
后
日
聖
母
。
命
礼
官
択
日

祭
天
地
宗
廟
社
稜
、
詔
諭
天
下
。


